
大阪市計画調整局職場体験実習実施要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、大学生、大学院生、高等専門学校生、高校生等（以下「学生」とい

う。）に対して職業意識の向上、人材育成及び市政への理解を深めてもらうことを目的と

して実施する大阪市計画調整局（以下「当局」という。）における職場体験実習（以下「実

習」という。）に関する基本的事項について定める。 

 

（対象者） 

第２条 実習の対象者は、学生のうち、大阪市職員採用試験区分における都市建設（主に

土木）、建築、電気又は機械の職に興味を有する者で、所属する大学等から推薦があった

ものを対象とする。 

 

（実習期間、実習内容等） 

第３条 実習期間、受入人数及び実習内容など実習の実施にあたり必要な事項は、実習生

を募集する都度、計画調整局長（以下「局長」という。）が募集要項を作成して定める。 

 

（申し込み） 

第４条 実習希望者は、募集要項に基づき、「大阪市計画調整局職場体験実習申込書」（以

下「申込書」という。）（第１号様式）に必要事項を記入のうえ、所属する大学等が作成

した「推薦書」（第２号様式）、その他募集要項に定める必要書類を添えて、局長へ提出

するものとする。 

 

（実習の許可） 

第５条 局長は、提出された申込書及び推薦書等必要書類をもとに受入の可否を決定し、

実習を許可する場合は、「大阪市計画調整局職場体験実習許可書」（第３号様式）により

その旨を申込者へ通知する。 

 

（報酬等） 

第６条 局長は、実習を許可された者（以下「実習生」という。）に対して、賃金、報酬、

手当等一切の金品を支給しない。 

 

（実習に要する費用） 

第７条 局長は、実習生に対して、実習の実施に伴い生じる交通費を支給することができ

る。ただし、実習生の自宅等から集合場所、解散場所から自宅等までの交通費について



は、支給しない。 

２ 局長は、実習生に対して、実習時間内に局長が定めた実習内容に基づき有料施設の見

学等を行った場合は、その費用を支給することができる。 

 

（服務） 

第８条 実習生は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（1）実習生は、当局職員の指示、指導、監督に従い、実習時間中は実習に専念しなけれ

ばならない。 

（2）実習生は、実習期間中は、市職員が遵守すべき法令、条例等を遵守しなければなら

ない。 

（3）実習生は、本市の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。 

（4）実習生は、実習中に知り得た情報（公開されているものを除く。）について、第三

者（所属する大学等を含む。以下同じ。）に漏らしてはならない。実習終了後も同様

とする。 

（5）実習生は、市の書類等を引用して実習成果を第三者に発表しようとするときは、あ

らかじめ文書により局長の承認を得るものとする。 

２ 実習生が前項各号に掲げる事項に違反したときは、局長は、当該実習生の実習を中止

し、実習許可を取り消すことができる。 

 

（誓約書） 

第９条 実習生は、局長が指定する日までに「誓約書」（第４号様式）を局長に提出しなけ

ればならない。提出がない場合は、実習の許可を取り消すものとする。 

２ 実習生が所属する大学等は、誓約書の遵守について指導を徹底しなければならない。 

 

（修了の証明） 

第 10条 局長は、実習期間終了後、実習生の申請に基づき実習の修了を証明することがで

きる。 

 

（損害賠償） 

第 11条 実習生は、故意又は過失により本市に損害を与えたときは、本市に対しその損害

を賠償しなければならない。 

２ 実習中における事故に関しては、実習生は自らの責任において対応しなければならな

い。 

３ 実習生が第三者に与えた損害に関しては、本市は一切の責任を負わない。 

 



（実習の中止） 

第 12条 局長は、第８条第１項各号に掲げる事項に違反した場合のほか次の各号のいずれ

かに該当すると認められるときは、実習を中止することができる。 

（1）実習生の実習態度が不良であると局長が認めた場合 

（2）実習を継続することにより本市の業務に支障を生じ、又は支障を生じることが予見

できる場合 

（3）実習の目的を達成することが困難であると局長が認める場合 

 

（他の所属長からの受入依頼） 

第 13条 他の所属長が実習を許可した実習生について、局長あてに受入の依頼があった場

合は、局長は速やかに当該実習生の受入の可否を決定し、当該所属長あてに通知するも

のとする。 

２ 他の所属長からの依頼に基づき局長が受入を決定した実習生については、本要領に基

づいて実習を許可する。 

３ 局長が実習を許可した実習生について、他所属において実習することが望ましいと判

断した場合は、当該所属長あてに実習生の受入を依頼する。 

 

（その他） 

第 14条 この要領に定めるもののほか実習の実施に必要な事項は、局長が別途定める。 

 

附 則 

この要領は、平成 29年３月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和元年５月 31日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年 11月１日から施行する。 

  



（第１号様式） 

 

大阪市計画調整局職場体験実習申込書 

 

  年  月  日 

 

大阪市計画調整局長 様 

 

  氏  名 ： 

生年月日：   年   月   日   

住  所 ：〒              

 

電  話 ：   －    －      

所  属 ：               

（大学等）         （  年生） 

 

 

  大阪市計画調整局職場体験実習について、参加させていただきたく、必要

書類を添えて申し込みます。 

  



（第２号様式） 

 

推 薦 書 

 

  年  月  日 

 

大阪市計画調整局長 様 

 

   大 学 等 ： 

推薦者氏名：               

住  所 ：〒              

 

電  話 ：   －    －      

 

 

 

 大阪市計画調整局職場体験実習について、下記の学生を参加させていただき

たく、推薦いたします。 

 

 

記 

 

氏  名： 

所  属：                      （  年生） 

  



（第３号様式） 

 

大阪市計画調整局職場体験実習許可書 

 

  年  月  日 

 

 様 

 

大阪市計画調整局長        

 

 

 

    年  月  日付け       様から申込のあった大阪市計画調

整局職場体験実習について、参加を許可します。 

 

  



（第４号様式） 

 

誓 約 書 

 

  年  月  日 

 

大阪市計画調整局長 様 

 

   氏  名 ： 

生年月日：   年   月   日   

住  所 ：〒              

 

電  話 ：   －    －      

所  属 ：               

（大学等）         （  年生） 

 

  私は、大阪市計画調整局職場体験実習に際して、大阪市計画調整局職場体

験実習実施要領を遵守し、実習時間中は職員の指示に従い、誠実に実習する

ことを誓約いたします。 

 

なお、期間中、万一事故等により実習者本人が被害を受けても貴市に損害賠

償などの要求は一切いたしません。また、本人の責による事由で、貴市に損害

を与えた場合は、貴市の指示に従って弁償いたします。 

 

  あわせて、本体験実習中に知り得た情報（公開されているものを除く。）に

ついて第三者に漏らさないことを誓約いたします。 

 


